
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人富山大学（法人番号4230005003054）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

本学では，役員報酬水準を検討するにあたって，国家公務員の給与水
準（指定職俸給表）を参考として決定している。また，職員数規模が同規模
である（本学2,304人，民間企業1,000人～3,000人未満）民間企業の役員
報酬36,138千円，事務次官の年間給与額23,235千円と比較してもそれ以
下となっており，また，近隣の国立大学法人の役員報酬の年間報酬額と比
較してもほぼ同水準となっている。

役員の期末特別手当の額について，文部科学省国立大学法人評価委
員会が行う業績評価の結果及び役員としての職務実績を勘案し，学長が
経営協議会の議を経て，100 分の10 の範囲内で増額又は減額することが
できるとしている。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

国立大学法人富山大学役員報酬規則に則り，月額及
び期末特別手当から構成されている。

令和7年度の月額は，本給7号給（1,078,000円）に地域
手当，広域異動手当・通勤手当・単身赴任生活手当を加
算して算出している。期末特別手当は，（本給+地域手当
+広域異動手当）+（（本給+地域手当+広域異動手当）×
100分の20）+（本給×100分の25）を基礎として，期別支
給割合として100分の175を乗じ，さらに基準日以前6箇
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。

令和7年度は，本給（平均2.8%）の引き上げを実施した。

同上。
なお，本給は5号給から1号給の間で定めている。（5号

給：933,000円，4号給：852,000円，3号給：794,000円，2
号給：736,000円，1号給：661,000円）
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２ 役員の報酬等の支給状況

令和7年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,931 12,936 5,606 388 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,012 10,224 4,431
50

306
（通勤手当）
（地域手当）

H31.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

13,993 9,528 4,129
50

285
（通勤手当）
（地域手当）

R7.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

13,967 9,528 4,129
24

285
（通勤手当）
（地域手当）

R7.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

13,967 9,528 4,129
24

285
（通勤手当）
（地域手当）

R7.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

10,527 7,108 2,281 1,137 （地域手当） R7.7.1 R8.3.30 ◇

千円 千円 千円 千円

2,955 2,869 86 （地域手当） R2.4.1

千円 千円 千円 千円

2,955 2,869 86 （地域手当） R7.4.1

千円 千円 千円 千円

13,298 8,832 3,827
373
264

（通勤手当）
（地域手当）

R1.9.1

千円 千円 千円 千円

2,557 2,482 74 （地域手当） R1.9.1

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は，例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には，役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄
注３：総額・各内訳については千円未満切り捨てのため，総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

G理事
（非常勤）

A監事

B監事
（非常勤）

B理事

C理事

D理事

E理事

F理事
（非常勤）

前職
その他（内容）

非常勤役員手当（月額239,100円）とし，併せて地域手
当を支給している。

令和7年度は，月額6,570円の引き上げを実施した。

法人の長

A理事

法人の長に同じ。
なお，本給については2号給もしくは1号給で定めてい

る。（2号給：736,000円，1号給：661,000円）

非常勤役員手当（月額206,900円）とし，併せて地域手
当を支給している。

令和7年度は，月額5,710円の引き上げを実施した。

役名
就任・退任の状況
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

国立大学法人富山大学の監事は，法人の業務運営が適切に行われているかを監査してい
る。

監事の年間報酬額は，職員数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円，事務次
官の年間給与額23,235千円と比較してもそれ以下となっており，また，近隣の国立大学法人の
役員報酬の年間報酬額と比較してもほぼ同水準となっている。こうした職務内容の特性や他法
人等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考えられる。

国立大学法人富山大学の監事は，当該法人の業務運営が適切に行われているかを監査して
いる。

監事（非常勤）の年間報酬額は，監事（常勤）の年間報酬額をもとに，勤務態様を考慮し決定
しており，また近隣の国立大学法人の役員報酬の年間報酬額と比較してもほぼ同水準になって
いる。こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考え
られる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職，他の同規模の国立大学法人，民間企業等
との比較などを考慮すると，役員の報酬水準は妥当であると考える。

国立大学法人富山大学は，本学の理念「地域と世界に向かって開かれた大学として，人文社
会科学，自然科学，生命科学を総合した特色ある国際水準の教育及び研究を行い，人間尊重
の精神を基本に高い使命感と創造力のある人材を育成し，地域と国際社会に貢献するととも
に，科学，芸術文化，人間社会と自然環境との調和的発展に寄与する」及び「Action Plan」に基
づき，教育・学生支援，研究の推進・支援，産官学の連携による社会貢献，組織の発展，財務
基盤の強化等を学長のリーダーシップの下で推進している。そうした中で，国立大学法人富山
大学の学長は，職員数約2,304名の法人の代表として，その業務を総理するとともに，校務を司
り，所属職員を統督して，経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は，職員数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円，事務次
官の年間給与額23,235千円と比較してもそれ以下となっており，また，近隣の国立大学法人の
役員報酬の年間報酬額と比較してもほぼ同水準となっている。なお，学長の年間報酬額は法人
化移行前の国家公務員指定職俸給表を踏まえて決定しているが，学長の職務内容は上記のと
おり法人化移行前と同等以上であると言え，これまでの各年度における業績評価の結果を勘案
したものとしている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考えられ
る。

国立大学法人富山大学の理事は，中期目標・中期計画の達成にむけ，大学改革・将来計画，
研究・情報，国際・教員評価，教育・入試，地域貢献・教養教育の各担当職務において学長を
補佐している。

理事の年間報酬額は，職員数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円，事務次
官の年間給与額23,235千円と比較してもそれ以下となっており，また，近隣の国立大学法人の
役員報酬の年間報酬額と比較してもほぼ同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考えられ
る。

国立大学法人富山大学の理事は，中期目標・中期計画の達成にむけ，大学改革・将来計画，
研究・産学連携・情報，教育・学生支援・入試，地域貢献・教養教育の各担当職務において学
長を補佐している。

理事（非常勤）の年間報酬額は，理事（常勤）の年間報酬額をもとに，勤務態様を考慮し決定
しており，また近隣の国立大学法人の役員報酬の年間報酬額と比較してもほぼ同水準になって
いる。こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると，報酬水準は妥当であると考え
られる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には，退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄

理事B

理事C

監事A

監事B
（非常勤）

理事F
（非常勤）

理事G
（非常勤）

法人での在職期間

法人の長

理事A

理事D

理事E
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事F
（非常勤）

該当者なし

役員の期末特別手当の額について，文部科学省国立大学法人評価委
員会が行う業績評価の結果及び役員としての職務実績を勘案し，学長が
経営協議会の議を経て，100 分の10 の範囲内で増額又は減額することが
できるとしている。

理事G
（非常勤）

該当者なし

監事A
該当者なし

監事B
（非常勤）

該当者なし

該当なし

理事C
該当者なし

理事D
該当者なし

理事E
該当者なし

法人の長
該当者なし

理事A
該当者なし

理事B
該当者なし

判断理由
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

本学では，職員の給与水準を検討するにあたって，国家公務員の給与水準等を参考として
決定している。

令和７年国家公務員給与等実態調査において，行政職俸給表（一）の平均給与額は
424,979円，全職員の平均給与月額は414,801円となっている。

また令和７年職種別民間給与実態調査において，本学と同等規模の企業の事務・技術関
係職種の大学卒4月の平均支給額は，事務部長816,879円，事務課長669,872円，事務課長
代理583,044円，事務係長523,272円，事務主任462,951円，事務係員405,685円となってい
る。

職員の勤務成績に応じて，昇給，昇格・降格及び勤勉手当の成績率の決定を行っている。

 【賞与：勤勉手当（査定分）】
６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し，基準日以

前６ヶ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて，それぞれ支給割合を決定する。
（給与法に準拠）

 【昇給（査定分）】
勤務成績により昇給区分を５段階に分け，その昇給区分に応じた号級数上位の号給に昇給

させることができる。（給与法に準拠）

 【昇格・降格】
昇格： 勤務成績が良好で，本学が定める必要経験年数又は必要在級年数を有する者は，

上位の職務の級に決定することができる。（給与法に準拠）
降格： 勤務成績が不良な場合は，下位の級に決定することができる。（給与法に準拠）

 【特別昇給】
勤務成績の特に良好な職員が，研修の成績が特に良好であることや職務上の功績や業務

のための顕著な功労による表彰又は顕彰等を受けたことにより，昇給させることができる。（給
与法に準拠）

国立大学法人富山大学職員給与規則に則り，本給及び諸手当（扶養手当，管理職手当，
地域手当，広域異動手当，住居手当，通勤手当，単身赴任生活手当，特殊勤務手当，大学
入学共通テスト手当，時間外労働手当，休日給，夜勤手当，宿日直手当，管理職員特別勤
務手当，本給の調整額，初任給調整手当，義務教育等教員特別手当，期末手当，勤勉手
当，期末特別手当，安全衛生管理手当，指導薬剤師等手当，医師指導手当，教員特別業務
手当，外部資金獲得手当，医療技術職員特別支援手当，幼児教育体制支援手当，研究代
表者等特別手当，クロスアポイントメント手当，面接指導実施医師手当）としている。

期末手当については，期末手当基礎額（本給月額+本給の調整額+扶養手当+期末手当上
の地域手当+期末手当上の広域異動手当+役職段階別加算額+管理職加算額）に期別支給
割合として100分の126.25（専門職本給表7級以上及び教育職本給表（一）5級の職員で，管
理職手当の1種及び2種の区分を適用される特定幹部職員の場合は100分の106.25）を乗じ，
さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額
としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋本給の調整額＋地域手当＋広域異動手
当）に規程や細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

なお、令和7年度では、人事院勧告に基づき、職員の本給を平均3.3％増額支給、期末手当
及び勤勉手当をいずれも年間で0.025月分増額支給することとした。
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④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

令和７年度における主な改定内容は以下のとおりである。

◎給与制度のアップデート関係
・本給表の改定（号給の切替等）
・昇給制度の改定（上位職の普通昇給の改定）
・扶養手当の改定（配偶者手当の段階的廃止。子の手当の段階的増額）
・通勤手当の引き上げ（公共交通機関利用時の上限額の引き上げ）

◎人事院勧告関係
・本給の引き上げ（平均改定率3.3％）
・通勤手当の引き上げ（自動車区分の引き上げ）
・非常勤職員等（パートタイム職員、契約職員等）の給与単価の改定
・期末手当及び勤勉手当支給率を年間0.05月分（それぞれ0.025月分）引き上げ
・初任給調整手当の引き上げ

◎その他
・医師事務作業補助者（ドクターズクラーク）への加算額を改定
・管理職手当の改定（技術部の新設に伴うもの）
・特殊勤務手当の改定（「救急勤務医手当」の対象に臨床研修医を追加）
・臨床研修医期末調整手当の新設（臨床研修医に一時金を支給する手当を新設）

7



２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,048 47.8 7,311 5,252 74 2,059
人 歳 千円 千円 千円 千円

360 42.8 5,876 4,266 80 1,610
人 歳 千円 千円 千円 千円

179 47.5 6,387 4,614 70 1,773
人 歳 千円 千円 千円 千円

371 54.5 9,433 6,702 67 2,731
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 45.6 5,217 3,808 91 1,409
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 39.6 7,036 5,110 83 1,926
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 39.6 6,842 4,984 88 1,858
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 46.3 6,572 4,759 82 1,813
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 48.5 5,970 4,311 79 1,659

注１：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：在外職員については該当者がいないため省略する。

注３：常勤職員の医療職種（病院医師）については該当者がいないため省略する。

注４：常勤職員の技能・労務職種とは調理師等である。

注５：常勤職員の教育職種（附属高校教員）とは，附属特別支援学校の教育職員である。

注６：常勤職員の教育職種（附属義務教育学校教員）には，附属幼稚園の教育職員を含む。

注７：常勤職員の医療職種（病院医療技術職員）とは，附属病院に勤務する薬剤師，診療放射線技師，

栄養士，臨床検査技師等である。

注８：常勤職員のその他医療職種（看護師）とは，附属病院以外に勤務する看護師である。

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

常勤職員

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：1,749人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：1,368人
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

472 34.2 4,933 3,676 65 1,257
人 歳 千円 千円 千円 千円

66 45.7 3,690 2,633 78 1,057
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 34.1 3,618 3,618 26 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

243 29.7 5,268 3,890 61 1,378
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 46.1 5,733 4,079 78 1,654
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 40.8 3,588 2,646 61 942
人 歳 千円 千円 千円 千円

100 33.6 5,177 3,819 75 1,358

注1：非常勤職員の技能・労務職種とは調理師，技能補佐員（保安員），研究支援員等である。
注２：非常勤職員の医療職種（病院医療技術職員）とは，技術補佐員（栄養師），技術補佐員

（診療放射線技師）等である。

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

276 45.2 8,426 8,426 74 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

276 45.2 8,426 8,426 74 0

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 43.3 8,233 8,233 59 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 43.3 8,233 8,233 59 0

注：任期付職員（年俸制）の教育職種（大学教員）とは,教育職員（特命教授，特命准教授，

特命講師，特命助教）等である。

任期付職員

教育職種
（大学教員）

平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

【年俸制適用者】

区分 人員

平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

技能・労務職種

医療職種
(病院医療技術職員)

【年俸制適用者】

区分 人員

非常勤職員

事務・技術

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与区分
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 63.7 3,333 3,333 73 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 63.7 3,333 3,333 73 0

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

83 45.2 6,924 6,924 89 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 36.5 6,055 6,055 108 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

79 45.6 6,968 6,968 88 0

注１：非常勤職員（年俸制）の事務・技術については，該当者がいないため省略する。

注２：非常勤職員（年俸制）の医療職種(病院医療技術職員)については，該当者がいないため

省略する。

注３：非常勤職員（年俸制）の医療職種（病院医師）とは，特命診療助手である。

注４：非常勤職員（年俸制）の教育職種（大学教員）とは,教育職員（特命教授，特命准教授，

特命講師，特命助教，寄附講座教員，共同研究講座教員）等である。

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

非常勤職員

再任用職員

事務・技術

【年俸制適用者】

区分

平均年齢

人員 平均年齢

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

【年俸制適用者】

区分 人員
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者は２人であるため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

年間給与については表示していない。

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 6 57.2 9,695

課長 30 52.1 8,034

課長補佐 41 50.6 6,807

係長 114 45.6 6,089

主任 62 39.0 5,191

係員 107 35.6 4,600

注1：課長補佐には「技術専門員」を含む。

注2：係長には「技術専門職員」を含む。

注3：事務職員には「技術職員」を含む。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員)

職位別年間給与の分布状況

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

〔在外職員，任期付職員，再雇用職員及び年俸制適用者を除く。〕

6,696～4,004

12,518～8,388

10,221～6,644

8,409～5,125

8,279～5,106

6,180～4,235
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③

注：年齢32～35歳の該当者は４人以下であるため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，
年間給与額の第１・第３四分位については表示しない。

④

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 153 59.1 11,005

准教授 119 53.4 8,832

講師 37 49.5 8,130

助教 59 48.3 7,141

助手 3 52.2 5,997

注：助手の該当者は３人のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，年間給与額の

最高給与額及び最低給与額については記載していない。

―

千円

16,611～9,281

9,997～7,891

8,997～6,897

7,937～6,428

年齢別年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）)

職位別年間給与の分布状況

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

〔在外職員，任期付職員，再雇用職員及び年俸制適用者を除く。〕
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③

④

（医療職員（病院看護師）））

平均
人 歳 千円

1 ― ―

4 54.3 7,264

24 51.5 6,970

52 47.9 6,467

看護師 98 46.0 6,029

注1：看護部長は１人のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，平均年齢及び年間給与額は

記載していない。

注2：副看護部長の該当者は４人のため，当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから，年間給与額の

最高給与額及び最低給与額については記載していない。

注3：看護師には，看護師相当職である「助産師」を含む。

〔在外職員，任期付職員，再雇用職員及び年俸制適用者を除く。〕

看護師長 7,353～6,145

副看護師長 6,926～5,823

6,991～4,258

千円

看護部長 ―

副看護部長 ―

職位別年間給与の分布状況

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

年齢別年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）)
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⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.9 54.6 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.1 45.4 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～41.8 52.9～42.9 52.9～42.9

％ ％ ％

55.1 55.0 55.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.9 45.0 45.0

％ ％ ％

         最高～最低 48.1～41.6 48.2～41.8 48.2～41.7

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.6 52.4 52.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.4 47.6 47.5

％ ％ ％

         最高～最低 60.7～42.9 60.6～43.0 60.7～42.9

％ ％ ％

55.3 55.2 55.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.7 44.8 44.8

％ ％ ％

         最高～最低 52.5～42.1 52.5～42.2 52.5～42.1

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～

％ ％ ％

55.0 54.9 54.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.0 45.1 45.1

％ ％ ％

         最高～最低 52.5～41.6 52.5～41.7 50.4～41.7

注：医療職（病院看護師）における管理職員は１人のため，当該個人に関する情報が特定される

恐れがあることから，記載していない。

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

講ずる措置

・年齢・学歴勘案 81.0

・年齢勘案 82.0

・年齢・地域勘案 90.2

項目

給与水準の妥当性の
検証

内容

・年齢・地域・学歴勘案 89.7

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

今後も人事院給与勧告等を参考に，引き続き適切な給与水準を維持す
るよう努めることとする。

対国家公務員
指数の状況

（法人の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等か

ら, 給与水準は妥当であると考える。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 28.47％】
（国からの財政支出額 15,777,000千円，支出予算の総額 55,419,000

千円：令和７年度予算）

【累積欠損額 0円（令和６年度決算）】

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性に
ついて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に
関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総
合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給
与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引
き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

（参考）対他法人 95.4
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○医療職員（病院看護師）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 88.3

（注）上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，令和７年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

講ずる措置
今後も人事院給与勧告等を参考に，引き続き適切な給与水準を維持す

るよう努めることとする。

（法人の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等か

ら, 給与水準は妥当であると考える。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 28.47％】
（国からの財政支出額 15,777,000千円，支出予算の総額 55,419,000

千円：令和７年度予算）

【累積欠損額 0円（令和６年度決算）】

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性に
ついて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に
関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総
合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給
与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引
き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 99.0

・年齢・地域勘案 99.2

・年齢・学歴勘案 99.3

・年齢・地域・学歴勘案 97.9

（参考）対他法人 98.7

項目 内容
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

職員の勤務成績に応じて，昇給，昇格・降格及び勤勉手当の成績率の決定を行って
いる。

【扶養親族がいない場合】
事務・技術職員

○ 22歳（大卒初任給）
月額 232,000円 年間給与 3,468,656円

○ 35歳（主任）
月額 305,807円 年間給与 5,103,453円

○ 50歳（課長補佐）
月額 388,619円 年間給与 6,561,849円

教育職員（大学教員）
○ 27歳（博士課程修了初任給）

月額 336,900円 年間給与 5,075,907円
○ 35歳（助教）

月額 370,079円 年間給与 6,162,804円
○ 50歳（教授）

月額 544,561円 年間給与 9,302,734円

（注）月額，年間給与の百円未満は切り捨て

【扶養親族がいる場合】
上記モデルのうち，教育職員（大学教員）50歳（教授）の場合は，扶養手当月額

（父母等3,500円，子１人つき13,000円）を支給。
その他のモデル給与については，扶養手当月額（父母等6,500円，子１人につき
13,000円）を支給。
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Ⅲ 総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注： 当年度の「給与，報酬等支給総額」及び「退職手当支給額」は，承継職員等に係る支給額を

示しており，賞与及び退職給付の引当金は計上せず，承継職員以外の職員の給与，報酬等

退職手当支給額は「非常勤役職員等給与」に含めている。

また，「非常勤役職員等給与」については，受託研究費，受託事業費により雇用される職員

    に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含めている。

以上のことから，財務諸表附属明細書の「18役員及び教職員の給与の明細」における

 「報酬又は給与等」及び「退職給付」の支給額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

（前年度との比較考証）

〇給与，報酬等支給総額について

・教授の人数の減少に加えて，新たな仕組みの教員の年俸制（退職手当相当額を含まない）を導入した

ことにより，従前の年俸制（退職手当相当額を含む）対象教員が減少したものの，国家公務員に準じ

本給の改定及び期末勤勉手当の引き上げにより，前年比2.8％増となった。

〇退職手当支給額について

・昨年度の定年退職者数が非常に多かったため，前年比23.5％減となった。

・「公務員の給与決定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき，平成30年１月

9日開催役員会により決定され，平成30年３月１日より以下の措置を講じることとした。

◎役職員の退職手当の支給水準を下げる。

▴ 役員に関する講じた措置の概要：引下げ率を乗じることによって，現行の10.875/100を10.4625/100

（12.5/100×83.7/100）に調整率を改正する。

▴ 職員に関する講じた措置の概要：調整率を現行の 87/100 から 83.7/100 引下げとする。

 なお，役員及び教職員に対する周知期間の確保，さらに規則改正等の手続きを経て，退職者が

不利益とならないよう熟慮したことから，措置の開始時期は国家公務員に係る措置時期（平成30年

１月1日）と異なる取扱いとした。

〇非常勤役職員等給与について

・承継外職員数が増加したことが主な要因となり，前年比9.0％増となった。

〇福利厚生費について

・法定福利の保険料率の上昇，非常勤役職員等給与の増加が要因となり，前年比4.5％増となった。

〇最広義人件費について

・上記のことから，前年比5.1％の増となった。

福利厚生費

最広義人件費
22,040,020 23,559,179 24,434,77622,406,537

2,802,856 2,869,726 2,945,566 3,079,287

非常勤役職員等給与
6,313,018 6,734,730 7,011,982 7,640,050

退職手当支給額
935,768 714,838 1,016,313 777,375

区 分

給与、報酬等支給総額
11,988,378 12,087,242 12,585,318 12,938,064
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Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし

令和５年４月から定年年齢の段階的な引き上げを実施している（定年を２年に１歳ずつ，65歳
まで引き上げる）。

60歳に達した日後の最初の４月１日以後，原則，当該職種の１番下の職に降任し，基本給は
従前の７割支給としている。
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